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(57)【要約】
【課題】正面に袋状商品２が貼り付けられかつ吊り下げ
られた状態で陳列される台紙１において、前記正面に貼
り付けられる袋状商品２を引き剥がすことなく当該袋状
商品２を手早く簡単に開封可能な状態にする。
【解決手段】台紙１の上下方向の途中から下側の領域１
ｃが、袋状商品２の貼付対象領域とされる。この貼付対
象領域１ｃにおいて袋状商品２が貼り付けられたときに
当該袋状商品２の上端よりも下側の所定位置に、直線状
の横折り目１ｂが横方向に沿って設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面に袋状商品が貼り付けられかつ吊り下げられた状態で陳列される台紙であって、
　その上下方向の途中から下側の領域が前記袋状商品の貼付対象領域とされ、
　この貼付対象領域において前記袋状商品が貼り付けられたときに当該袋状商品の上端よ
りも下側の所定位置に、直線状の横折り目が横方向に沿って設けられている、ことを特徴
とする台紙。
【請求項２】
　請求項１に記載の台紙には、
　前記横折り目からそれよりも上側の領域が背面側に折り曲げられたときに、その状態を
保持するための保持手段が設けられている、ことを特徴とする台紙。
【請求項３】
　請求項２に記載の台紙において、
　前記保持手段は、前記上側領域と前記貼付対象領域とに跨る所定範囲に設けられる正面
視でコ字形の切り込みと、この切り込みの上端縁から下端縁に跨って設けられる直線状の
縦折り目とで構成され、
　かつ、前記上側領域が前記背面側に折り曲げられた状態で、前記縦折り目から前記切り
込みの内側部位が背面側に折り曲げられたときに、切り抜き孔が作られるとともに、前記
折り曲げられた部位（折り曲げ片）が前記切り抜き孔において縦折り目寄りの上角部に引
っ掛けられることになって、前記折り曲げられた状態を保持する、ことを特徴とする台紙
。
【請求項４】
　請求項２に記載の台紙において、
　前記貼付対象領域の下側には下向きに延長する延長領域が設けられ、
　前記保持手段は、前記貼付対象領域と前記延長領域との境に横方向に沿って設けられる
直線状の横折り目と、前記上側領域の上端に上向きに突出するように設けられる突片と、
前記延長領域の下側の所定位置に設けられる正面視でＵ字形の切り込みとで構成され、
　かつ、前記上側領域が当該上側領域と前記貼付対象領域との境の横折り目から背面側に
折り曲げられるとともに、前記延長領域が当該延長領域と前記貼付対象領域との境の横折
り目から背面側に折り曲げられた状態で、前記突片が前記下側の切り込み内に差し入れら
れることになって、前記折り曲げられた状態を保持する、ことを特徴とする台紙。
【請求項５】
　請求項２に記載の台紙において、
　前記保持手段は、前記上側領域に設けられる正面視でＵ字形の切り込みと、この切り込
みの一端縁から他端縁に跨って設けられる直線状の可動支点用の横折り目と、前記貼付対
象領域において下端側に設けられる正面視でＵ字形の切り込みとで構成され、
　かつ、前記上側領域が前記横折り目から背面側に折り曲げられた状態で、前記可動支点
用の横折り目から前記上側領域の切り込みの内側部位が背面側に折り曲げられたときに、
切り抜き孔が作られるとともに、当該折り曲げられた部位（折り曲げ片）の先端側が前記
貼付対象領域の切り込み内に差し入れられることになって、前記折り曲げられた状態を保
持する、ことを特徴とする台紙。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、正面に袋状商品が貼り付けられかつ吊り下げられた状態で陳列される商品陳
列用の台紙に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば比較的小物の商品を包装体に保持させた状態で販売店の陳列棚に吊り下げて陳列
することがある。
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【０００３】
　特許文献１には、吊り下げ用の孔があけられた台紙の正面にシュリンク包装用の熱収縮
フィルム（シュリンクフィルム）を接着剤を介して貼り付け、シュリンクフィルムに商品
を挿入した後、シュリンクフィルムを熱収縮させて商品を包装し、包装体を形成する製造
方法が記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、基材シートの上面に接着剤を介して袋状の包装体が貼着されてなる包
装体付属シートが、離型紙上に粘着剤層を介して貼り付けられたものが記載されている。
【０００５】
　特許文献３には、台紙に第１接着フィルムと第２接着フィルムとを介して商品が収納さ
れたシュリンクフィルムが接着された包装体が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３３００２７２号公報
【特許文献２】特開２００３－１７０９６０号公報
【特許文献３】特開２０１３－２５２８７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１，２では、商品を購入するなどして入手してから使用する場合、台紙か
らシュリンクフィルムで覆われた商品を引き剥がし、さらにシュリンクフィルムを破いて
から商品を取り出す必要があるなど、面倒であることが懸念される。
【０００８】
　また、上記特許文献３では、商品を購入するなどして入手してから使用する場合、台紙
から袋状包装体で覆われた商品を引き剥がし、さらに袋状包装体を破いてから商品を取り
出す必要があるなど、面倒であることが懸念される。
【０００９】
　このような事情に鑑み、本発明は、正面に袋状商品が貼り付けられかつ吊り下げられた
状態で陳列される台紙において、前記正面に貼り付けられる袋状商品を引き剥がすことな
く当該袋状商品を手早く簡単に開封可能な状態にすることを目的としている。
【００１０】
　また、上記特許文献１～３では、前記商品を例えば複数個の一口サイズのチョコレート
、キャラメルあるいはガムなどを袋詰めした袋状商品としかつ当該袋状商品が自立した姿
勢で保持できない形状になっている場合だと、当該袋状商品を購入するなどして入手して
から消費するときに、前記台紙から前記袋状商品を引き剥がして当該袋状商品を開封して
も、この袋状商品から中身を取り出す際には、前記袋状商品を一方の手で持った状態で他
方の手で中身を取り出す必要があるので、両手を使わなければならないなど、煩わしいと
言える。また、前記袋状商品の中身が前記した一口サイズのチョコレート、キャラメルあ
るいはガムなどの場合で丸い形状だと、開封した袋状商品をテーブル上に無造作に置くと
、前記中身が転がり出てしまうおそれがある。
【００１１】
　このような事情に鑑み、本発明は、正面に袋状商品が貼り付けられかつ吊り下げられた
状態で陳列される台紙において、前記正面に貼り付けられる袋状商品を引き剥がすことな
く当該袋状商品の上端側を上にした状態で保持できるようにし、前記袋状商品の中身を手
早く簡単に取り出し可能な状態にすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、正面に袋状商品が貼り付けられかつ吊り下げられた状態で陳列される台紙で
あって、その上下方向の途中から下側の領域が前記袋状商品の貼付対象領域とされ、この



(4) JP 2017-144084 A 2017.8.24

10

20

30

40

50

貼付対象領域において前記袋状商品が貼り付けられたときに当該袋状商品の上端よりも下
側の所定位置に、直線状の横折り目が横方向に沿って設けられている、ことを特徴として
いる。
【００１３】
　この構成では、本発明に係る台紙に前記袋状商品を貼り付けている状態において、当該
袋状商品を開封するときに、前記台紙において前記横折り目からそれよりも上側の領域を
前記台紙の背面側に折り曲げることにより、前記台紙を例えば側面視で「くの字形」の状
態にする。
【００１４】
　このような状態にすると、前記袋状商品において前記横折り目よりも上側の領域が前記
台紙から上向きに突き出すようになるので、この袋状商品の上側領域の周囲に何も存在し
ない状態、特に前記袋状商品の上側領域の背後が開放された状態になる。
【００１５】
　そのため、前記袋状商品において前記台紙から上向きに突き出した領域を人が指で掴み
易くなるとともに、当該掴んだ位置から横方向に引っ張って切断することが可能になる。
そのように切断すれば、前記袋状商品の上端側が開封されることになるので、当該袋状商
品の上端側の開口から中身を外に取り出せる状態になる。
【００１６】
　ところで、上記台紙には、前記横折り目からそれよりも上側の領域が背面側に折り曲げ
られたときに、その状態を保持するための保持手段を設けることができる。
【００１７】
　この構成では、前記台紙において前記横折り目からそれよりも上側の領域が前記台紙の
背面側に折り曲げられることにより、台紙が例えば側面視で「くの字形」の状態にされた
場合に、その状態を前記保持手段でもって保持できるようになる。
【００１８】
　このような状態を保持した後、例えば前記横折り目を上向きに、例えば「逆さＶ字形」
にして机上に載せると、前記袋状商品において前記横折り目よりも上側の領域が前記台紙
から斜め上向きに突き出すようになる。
【００１９】
　そこで、仮に、前記袋状商品の上端側を横方向に切断することにより開封すると、当該
袋状商品の上端側が斜め上向きに開放されるようになるから、当該開放部分から中身を片
手でもって外に取り出すことが可能な状態になる。しかも、それにより、前記開封した袋
状商品の中身が前記した一口サイズのチョコレート、キャラメルあるいはガムなどの場合
で丸い形状であっても、それらが転がり出てしまうことを防止できるようになる。
【００２０】
　また、上記台紙において、前記保持手段は、前記上側領域と前記貼付対象領域とに跨る
所定範囲に設けられる正面視でコ字形の切り込みと、この切り込みの上端縁から下端縁に
跨って設けられる直線状の縦折り目とで構成され、かつ、前記上側領域が前記背面側に折
り曲げられた状態で、前記縦折り目から前記切り込みの内側部位が背面側に折り曲げられ
たときに、切り抜き孔が作られるとともに、前記折り曲げられた部位（折り曲げ片）が前
記切り抜き孔において縦折り目寄りの上角部に引っ掛けられることになって、前記折り曲
げられた状態を保持する、構成とすることができる。
【００２１】
　ここでは、前記保持手段が前記切り込みおよび前記縦折り目で構成されていることを特
定している。この特定によれば、前記保持手段について前記台紙に前記切り込みと前記縦
折り目とを作成することによって比較的簡単かつ低コストで構成することができるので、
製造コストの上昇を抑制するうえで有利になる。
【００２２】
　また、上記台紙において、前記貼付対象領域の下側には下向きに延長する延長領域が設
けられ、前記保持手段は、前記貼付対象領域と前記延長領域との境に横方向に沿って設け
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られる直線状の横折り目と、前記上側領域の上端に上向きに突出するように設けられる突
片と、前記延長領域の下側の所定位置に設けられる正面視でＵ字形の切り込みとで構成さ
れ、かつ、前記上側領域が当該上側領域と前記貼付対象領域との境の横折り目から背面側
に折り曲げられるとともに、前記延長領域が当該延長領域と前記貼付対象領域との境の横
折り目から背面側に折り曲げられた状態で、前記突片が前記下側の切り込み内に差し入れ
られることになって、前記折り曲げられた状態を保持する、構成とすることができる。
【００２３】
　ここでは、前記保持手段が前記下側の横折り目と前記突片と前記下側の切り込みとで構
成されていることを特定している。この特定によれば、前記保持手段について前記台紙に
前記下側の横折り目と前記突片と前記下側の切り込みとを作成することによって比較的簡
単かつ低コストで構成することができるので、製造コストの上昇を抑制するうえで有利に
なる。
【００２４】
　また、上記台紙において、前記保持手段は、前記上側領域に設けられる正面視でＵ字形
の切り込みと、この切り込みの一端縁から他端縁に跨って設けられる直線状の可動支点用
の横折り目と、前記貼付対象領域において下端側に設けられる正面視でＵ字形の切り込み
とで構成され、かつ、前記上側領域が前記横折り目から背面側に折り曲げられた状態で、
前記可動支点用の横折り目から前記上側領域の切り込みの内側部位が背面側に折り曲げら
れたときに、切り抜き孔が作られるとともに、当該折り曲げられた部位（折り曲げ片）の
先端側が前記貼付対象領域の切り込み内に差し入れられることになって、前記折り曲げら
れた状態を保持する、構成とすることができる。
【００２５】
　ここでは、前記保持手段が前記上側の切り込みと前記可動支点用の横折り目と前記下側
の切り込みとで構成されていることを特定している。この特定によれば、前記保持手段に
ついて前記台紙に前記上側の切り込みと前記可動支点用の横折り目と前記下側の切り込み
とを作成することによって比較的簡単かつ低コストで構成することができるので、製造コ
ストの上昇を抑制するうえで有利になる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の請求項１によれば、正面に貼り付けられた袋状商品を引き剥がすことなく当該
袋状商品を手早く簡単に開封することが可能な状態にできる。
【００２７】
　本発明の請求項２～５によれば、正面に貼り付けられる袋状商品を引き剥がすことなく
当該袋状商品の上端側を上にした状態で保持できるようにし、前記袋状商品の中身を手早
く簡単に取り出し可能な状態にできる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る台紙の一実施形態で、その全体の外観を示す斜視図である。
【図２】図１において袋状商品を貼り付けていない状態を示す斜視図である。
【図３】図１の台紙の上側を背面側に折り曲げた状態を示す斜視図である。
【図４】図３で開封した袋状商品から中身を容器に移すときの様子を示す斜視図である。
【図５】本発明に係る台紙の他の実施形態で、その全体の外観を示す斜視図である。
【図６】図５において袋状商品を貼り付けていない状態を示す斜視図である。
【図７】図５の台紙の上端側を背面側に折り曲げた状態を示す斜視図である。
【図８】図７の折り曲げ状態を保持するときの初期段階を示す斜視図で、袋状商品を貼り
付けていない状態を示している。
【図９】図８の状態を異なる向きから示す斜視図である。
【図１０】図８の続きを示す斜視図である。
【図１１】図１０の状態を異なる向きから示す斜視図である。
【図１２】図１０に示す状態の台紙を机上に載せた状態を示す斜視図で、袋状商品を貼り
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付けている状態を示している。
【図１３】図１２の側面図である。
【図１４】本発明に係る台紙の他の実施形態で、その全体の外観を示す斜視図である。
【図１５】図１４において袋状商品を貼り付けていない状態を示す斜視図である。
【図１６】図１４の台紙の上端側を背面側に折り曲げた状態を示す斜視図である。
【図１７】図１６の袋状商品を斜め上向きの状態にしたうえで当該状態を保持するときの
初期段階を示す斜視図である。
【図１８】図１７の続きを示す斜視図である。
【図１９】図１８の続きで突片を切り込み内に差し入れた台紙を机上に載せた状態を示す
斜視図である。
【図２０】図１９の側面図である。
【図２１】本発明に係る台紙の他の実施形態で、その全体の外観を示す斜視図である。
【図２２】図２１において袋状商品を貼り付けていない状態を示す斜視図である。
【図２３】図２１の台紙の上端側を背面側に折り曲げた状態を示す斜視図である。
【図２４】図２３の折り曲げ状態を保持するときの初期段階を示す斜視図である。
【図２５】図２４の続きで突片を切り込み内に差し入れた状態の側面図である。
【図２６】図２５の状態の台紙を机上に載せた状態を示す斜視図である。
【図２７】図２６の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明を実施するための最良の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明
する。
【００３０】
　図１から図４に、本発明の一実施形態を示している。図中、１は商品陳列用の台紙の全
体を示している。この台紙１は、その正面に袋状商品２が適宜の接着剤３で貼り付けられ
るようになっていて、図示していないが、商品販売店の陳列棚などに吊り下げられた状態
で陳列されるようになる。
【００３１】
　袋状商品２は、例えばコーヒー粉末などを例えばピロー包装したものであって、例えば
スティック状に形成されている。
【００３２】
　この袋状商品２の縦方向の途中、例えば上端から所定寸法下がった位置には、切り取り
線２ａが横方向の全長にわたって直線状に設けられている。この切り取り線２ａの長手方
向一端側には、切り取り起点部２ｂが設けられている。
【００３３】
　この切り取り起点部２ｂは、袋状商品２の開封のきっかけを作るためのものである。こ
のような袋状商品２の場合、切り取り起点部２ｂを人が指で掴んで、切り取り線２ａに沿
って横方向に引っ張って切り裂くことにより、開封されるようになる。
【００３４】
　台紙１は、縦長の長方形の厚紙などからなり、その上端寄りの横方向中央には、厚み方
向に貫通する孔１ａが設けられている。この孔１ａは、商品販売店の陳列ピン４に嵌め合
されることにより、台紙１を前記商品販売店の陳列棚などに吊り下げた状態で陳列するた
めに設けられている。
【００３５】
　この台紙１の縦方向の途中、例えば上端から所定寸法下がった位置には、折り目１ｂが
横方向の全長にわたって直線状に設けられている。この折り目１ｂを以下では「横折り目
」と言うことにする。
【００３６】
　接着剤３は、例えばホットメルト接着剤などが好ましいが、適宜の粘着剤とすることも
可能である。
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【００３７】
　この実施形態では、台紙１に貼り付けた袋状商品２を台紙１から引き剥がすことなく、
素早く簡単に開封できるように工夫されている。
【００３８】
　具体的に、袋状商品２は、台紙１の上下方向の途中つまり横折り目１ｂから下側の領域
１ｃに接着剤３を介して貼り付けられるように規定されている。なお、前記領域１ｃを「
貼付対象領域」と言うことにする。その際、台紙１の横折り目１ｂが、袋状商品２の上端
および切り取り線２ａの位置よりも下側に配置されるように規定されている。
【００３９】
　次に、台紙１に貼り付けた袋状商品２を開封するときの手順を説明する。
【００４０】
　図３に示すように、台紙１において横折り目１ｂからそれよりも上側の領域１ｄを台紙
１の背面側に折り曲げることにより、台紙１を側面視で「くの字形」の状態にする。
【００４１】
　このような状態にすると、袋状商品２において横折り目１ｂよりも上側の部位が台紙１
から上向きに突き出すようになるので、この袋状商品２の上側の部位の周囲に何も存在し
ない状態、特に袋状商品２の切り取り線２ａの背後が開放されることになる。
【００４２】
　そのため、切り取り起点部２ｂを人が指で掴み易くなるとともに、切り取り起点部２ｂ
から人が指で切り取り線２ａに沿って横方向に引っ張って切り裂き易くなる。
【００４３】
　このように切り裂けば、袋状商品２の上端側が開封されることになるので、当該袋状商
品２の上端側の開口から中身を外に取り出せるようになる。
【００４４】
　このように台紙１に貼り付けられたままの袋状商品２の上端側を開封すると、当該台紙
１およびそれに貼り付けられたままの袋状商品２を、図４に示すように、適宜の容器５上
に配置して逆さにひっくり返せば、当該袋状商品２内のコーヒー粉末などの中身を容器５
内に手早く簡単に入れることが可能になる。
【００４５】
　以上説明したように本発明を適用した実施形態の台紙１によれば、袋状商品２を開封す
るときに、台紙１から袋状商品２を引き剥がすことなく、手早く簡単に開封することが可
能な状態になる。これにより、袋状商品２を開封するときの手間を軽減できるから、比較
的小物の袋状商品２の販売を促進することに貢献できるようになる。
【００４６】
　なお、本発明は、上記実施形態のみに限定されるものではなく、特許請求の範囲内およ
び当該範囲と均等の範囲内で適宜に変更することが可能である。
【００４７】
　（１）上記実施形態では、１つの台紙１に１本のスティック状の袋状商品２を貼り付け
る形態を例に挙げているが、本発明はこれのみに限定されるものではなく、例えば１つの
台紙１に複数本のスティック状の袋状商品２を横並びに貼り付けることも可能である。
【００４８】
　（２）図５から図１３に本発明の他の実施形態を示している。この実施形態では、台紙
１を横折り目１ｂからそれよりも上側の領域１ｄを台紙１の背面側に折り曲げたときに、
その状態を保持するための保持手段を台紙１に設けている。このように状態を保持する機
能を、「スタンディング」機能と言うことができる。
【００４９】
　この実施形態の台紙１の場合、袋状商品２を正面視で横長の長方形に形成し、それに対
応して台紙１の横幅を上記実施形態よりも大きくしている。
【００５０】
　なお、袋状商品２の横方向両端の縦辺の縦方向全域には、鋸刃状の凹凸が設けられてお
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り、この鋸刃状の凹凸のうちの凹みが切り裂きのきっかけとなる切り取り起点部２ｂにな
っている。
【００５１】
　このような袋状商品２であれば、公知のように、その縦辺の縦方向のどの位置の凹み（
切り取り起点部２ｂ）からでも手で掴んで横方向に引っ張れば、比較的簡単に横方向に切
り裂くことができるようになる。このような袋状商品２は、例えば複数個の一口サイズの
チョコレート、キャラメルあるいはガムなどをピロー包装したものとされ、台紙１の貼付
対象領域１ｃの正面に接着剤４を介して貼り付けられる。
【００５２】
　そして、この実施形態の台紙１も、上記実施形態と同様に、図７に示すように、台紙１
において横折り目１ｂからそれよりも上側の領域１ｄを台紙１の背面側に折り曲げること
により、台紙１を側面視で「くの字形」の状態にすることができる。
【００５３】
　このような状態にすると、袋状商品２の上端側の周囲に何も存在しない状態になるので
、袋状商品２の縦辺の上流側の切り取り起点部２ｂを人が指で掴み易くなるとともに、切
り取り起点部２ｂから人が指で横方向に引っ張って切り裂き易くなる。
【００５４】
　このように切り裂けば、袋状商品２の上端側が開封されることになるので、当該袋状商
品２の上端側の開口から中身を外に取り出せる状態になる。
【００５５】
　次に、前記保持手段の構成を詳細に説明する。この保持手段は、台紙１の切り込み１１
と縦折り目１２とで構成されている。
【００５６】
　切り込み１１は、台紙１において横折り目１ｂを挟む上側領域１ｄと貼付対象領域１ｃ
とに跨る所定範囲に設けられており、正面視でコ字形に形成されている。縦折り目１２は
、台紙１において切り込み１１の上端縁から下端縁に跨って縦方向に沿って直線状に設け
られている。
【００５７】
　このような構成の保持手段の動作を説明する。
【００５８】
　まず、図７に示すように台紙１を側面視で「くの字形」に折り曲げた状態にする。これ
により、図８および図９に示すように、切り込み１１の上側約１／３の領域が浮き上がる
状態になり、当該浮き上がった領域に対応した形状の切り抜き孔（符号省略）が作られる
ようになる。
【００５９】
　続いて、図１０および図１１に示すように、縦折り目１２から切り込み１１の内側部位
を台紙１の背面側に直角に折り曲げる。これにより、切り抜き孔１４が作られるとともに
、前記折り曲げた部位（折り曲げ片）１３の凹部１３ａが切り抜き孔１４において縦折り
目１２寄りの上角部に引っ掛けられることになる。これにより、台紙１が側面視で「くの
字形」に折り曲げられるとともに、その状態が保持されるようになる。
【００６０】
　ところで、切り抜き孔１４において縦折り目１２寄りの上角部には当該切り抜き孔１４
内へ向けて張り出す張り出し部１４ａを設けているので、この張り出し部１４ａが、前記
折り曲げ片１３の凹部１３ａが引っ掛けられた状態を解除する向きに動くことを阻止する
ストッパになる。そのため、前記折り曲げ片１３の凹部１３ａを縦折り目１２寄りの上角
部に引っ掛けた状態を安定して保持できるようになる。
【００６１】
　このように状態が保持された台紙１を、図１２および図１３に示すような「逆さＶ字形
」の状態、つまり台紙１の横折り目１ｂを上向きにした状態で机上に載せると、袋状商品
２において台紙１の横折り目１ｂよりも上側の部位を台紙１から斜め上向きに突き出させ
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ることができる。
【００６２】
　このような状態において、上記しているように袋状商品２の上端側を切り取り起点部２
ｂから横方向に切断することにより開封すれば、当該袋状商品２の上端側を斜め上向きに
開放させることができるので、当該開放部分から中身を片手でもって外に取り出すことが
可能になる。しかも、前記の状態を保持していれば、前記開封した袋状商品２の中身が前
記した一口サイズのチョコレート、キャラメルあるいはガムなどの場合で丸い形状であっ
ても、それらが転がり出てしまうことを防止できるようになる。
【００６３】
　特に、この実施形態では、前記保持手段について台紙１に切り込み１１と縦折り目１２
とを作成するだけにしているから、比較的簡単かつ低コストで構成することができるなど
、台紙１の製造コストの上昇を抑制するうえで有利になる。
【００６４】
　（３）図１４から図２０に本発明の他の実施形態を示している。この実施形態では、上
記図５から図１３に示す実施形態の保持手段を、他の形態に変更している。
【００６５】
　この実施形態の台紙１の場合、袋状商品２を正面視で横長の長方形に形成し、それに対
応して台紙１の横幅を上記実施形態よりも大きくし、貼付対象領域の下側に下向きに延長
する延長領域１ｅを設けている。
【００６６】
　なお、袋状商品２の横方向両端の縦辺の縦方向全域には、鋸刃状の凹凸が設けられてお
り、この鋸刃状の凹凸のうちの凹みが切り裂きのきっかけとなる切り取り起点部２ｂにな
っている。
【００６７】
　このような袋状商品２であれば、公知のように、その縦辺の縦方向のどの位置の凹み（
切り取り起点部２ｂ）からでも手で掴んで横方向に引っ張れば、比較的簡単に横方向に切
り裂くことができるようになる。このような袋状商品２は、例えば複数個の一口サイズの
チョコレート、キャラメルあるいはガムなどをピロー包装したものとされ、台紙１の貼付
対象領域１ｃの正面に接着剤４を介して貼り付けられる。
【００６８】
　そして、この実施形態の台紙１も、上記実施形態と同様に、図１６に示すように、台紙
１において横折り目１ｂからそれよりも上側の領域１ｄを台紙１の背面側に折り曲げるこ
とにより、台紙１を側面視で「くの字形」の状態にすることができる。
【００６９】
　このような状態にすると、袋状商品２の上端側の周囲に何も存在しない状態になるので
、袋状商品２の縦辺の上流側の切り取り起点部２ｂを人が指で掴み易くなるとともに、切
り取り起点部２ｂから人が指で横方向に引っ張って切り裂き易くなる。
【００７０】
　このように切り裂けば、袋状商品２の上端側が開封されることになるので、当該袋状商
品２の上端側の開口から中身を外に取り出せる状態になる。
【００７１】
　次に、前記保持手段の構成を詳細に説明する。この保持手段は、台紙１の下側の横折り
目２１と突片２２と切り込み２３とで構成されている。
【００７２】
　下側の横折り目２１は、台紙１において上側の横折り目１ｂよりも下側に所定間隔を隔
てた位置に横方向に沿って直線状に設けられている。突片２２は、台紙１においてその上
端に上向きに突出するように設けられている。切り込み２３は、台紙１において下側の横
折り目２１よりも下側に設けられており、正面視でＵ字形に形成されている。
【００７３】
　このような保持手段の動作を説明する。
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【００７４】
　まず、図１６に示すように台紙１を側面視で「くの字形」のように折り曲げた状態にし
てから、図１７に示すように、台紙１において下側の横折り目２１からそれよりも下側の
延長領域１ｅを台紙１の背面側に折り曲げることにより、台紙１を側面視で「逆コの字形
」の状態にする。
【００７５】
　それに続いて、図１８に示すように、当該延長領域１ｅと前記上側領域１ｄとを接近さ
せることによって側面視で「三角形状」のような状態にしながら、図１９および図２０に
示すように、突片２２を切り込み２３内に差し入れる。これにより、台紙１が前記側面視
で「三角形状」のように折り曲げられるとともに、その状態が保持されるようになる。
【００７６】
　このように状態が保持された台紙１を、図１９および図２０に示すような状態、つまり
台紙１の上側の横折り目１ｂを上向きにした状態で机上に載せると、袋状商品２において
台紙１の横折り目１ｂよりも上側の部位を台紙１から斜め上向きに突き出させることがで
きる。
【００７７】
　このような状態において、上記しているように袋状商品２の上端側を切り取り起点部２
ｂから横方向に切断することにより開封すれば、当該袋状商品２の上端側を斜め上向きに
開放させることができるので、当該開放部分から中身を片手でもって外に取り出すことが
可能になる。しかも、前記の状態を保持していれば、前記開封した袋状商品２の中身が前
記した一口サイズのチョコレート、キャラメルあるいはガムなどの場合で丸い形状であっ
ても、それらが転がり出てしまうことを防止できるようになる。
【００７８】
　特に、この実施形態では、前記保持手段について台紙１に下側の横折り目２１と突片２
２と下側の切り込み２３とを作成するだけにしているから、比較的簡単かつ低コストで構
成することができるなど、台紙１の製造コストの上昇を抑制するうえで有利になる。
【００７９】
　（４）図２１から図２７に本発明の他の実施形態を示している。この実施形態では、上
記図５から図１３に示す実施形態の保持手段を、他の形態に変更している。
【００８０】
　この実施形態の台紙１の場合、袋状商品２を正面視で横長の長方形に形成し、それに対
応して台紙１の横幅を上記実施形態よりも大きくしている。
【００８１】
　なお、袋状商品２の横方向両端の縦辺の縦方向全域には、鋸刃状の凹凸が設けられてお
り、この鋸刃状の凹凸のうちの凹みが切り裂きのきっかけとなる切り取り起点部２ｂにな
っている。
【００８２】
　このような袋状商品２であれば、公知のように、その縦辺の縦方向のどの位置の凹み（
切り取り起点部２ｂ）からでも手で掴んで横方向に引っ張れば、比較的簡単に横方向に切
り裂くことができるようになる。このような袋状商品２は、例えば複数個の一口サイズの
チョコレート、キャラメルあるいはガムなどをピロー包装したものとされ、台紙１の貼付
対象領域１ｃの正面に接着剤４を介して貼り付けられる。
【００８３】
　そして、この実施形態でも、上記実施形態と同様に、図２３に示すように、台紙１にお
いて横折り目１ｂからそれよりも上側の領域１ｄを台紙１の背面側に折り曲げることによ
り、台紙１を側面視で「くの字形」の状態にすることができる。
【００８４】
　このような状態にすると、袋状商品２の上端側の周囲に何も存在しない状態になるので
、袋状商品２の縦辺の上流側の切り取り起点部２ｂを人が指で掴み易くなるとともに、切
り取り起点部２ｂから人が指で横方向に引っ張って切り裂き易くなる。
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【００８５】
　このように切り裂けば、袋状商品２の上端側が開封されることになるので、当該袋状商
品２の上端側の開口から中身を外に取り出せる状態になる。
【００８６】
　次に、前記保持手段の構成を詳細に説明する。この保持手段は、台紙１に上側の切り込
み３１と可動支点用の横折り目３２と下側の切り込み３３とで構成されている。
【００８７】
　上側の切り込み３１は、台紙１において横折り目１ｂよりも上側の領域１ｄに設けられ
ており、正面視でＵ字形に形成されている。可動支点用の横折り目３２は、台紙１におい
て上側の切り込み３１の一端縁から他端縁に跨って直線状に設けられている。下側の切り
込み３３は、台紙１において下端側に設けられており、正面視でＵ字形に形成されている
。この下側の切り込み３３の一端縁から他端縁に跨って、可動支点用の横折り目３４が直
接状に設けられている
　このような保持手段の動作を説明する。
【００８８】
　まず、図２３に示すように台紙１を側面視で「くの字形」に折り曲げた状態にしてから
、図２４に示すように、可動支点用の横折り目３２から上側の切り込み３１の内側部位を
台紙１の背面側に折り曲げる。これにより、切り抜き孔１４が作られる。
【００８９】
　続いて、図２５に示すように、前記折り曲げられた部位（折り曲げ片）３５の先端側を
下側の切り込み３３内に差し入れる。これにより、台紙１が前記側面視で「逆さＶ字形」
に折り曲げられるとともに、その状態が保持されるようになる。
【００９０】
　このような状態が保持された台紙１を、図２６および図２７に示すような状態、つまり
台紙１の上側の横折り目１ｂを上向きにした状態で机上に載せると、袋状商品２において
台紙１の横折り目１ｂよりも上側の部位を台紙１から斜め上向きに突き出させることがで
きる。
【００９１】
　このような状態において、上記しているように袋状商品２の上端側を切り取り起点部２
ｂから横方向に切断することにより開封すれば、当該袋状商品２の上端側を斜め上向きに
開放させることができるので、当該開放部分から中身を片手でもって外に取り出すことが
可能になる。しかも、前記の状態を保持していれば、前記開封した袋状商品２の中身が前
記した一口サイズのチョコレート、キャラメルあるいはガムなどの場合で丸い形状であっ
ても、それらが転がり出てしまうことを防止できるようになる。
【００９２】
　特に、この実施形態では、前記保持手段について台紙１に上側の切り込み３１と可動支
点用の横折り目３２と下側の切り込み３３とを作成するだけにしているから、比較的簡単
かつ低コストで構成することができるなど、台紙１の製造コストの上昇を抑制するうえで
有利になる。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明は、正面に袋状商品が貼り付けられかつ吊り下げられた状態で陳列される台紙に
好適に利用することが可能である。
【符号の説明】
【００９４】
　　　　　１　　台紙
　　　　　　　　１ａ　孔
　　　　　　　　１ｂ　横折り目
　　　　　　　　１ｃ　貼付対象領域
　　　　　　　　１ｄ　上側領域
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　　　　　２　　袋状商品
　　　　　　　　２ａ　切り取り線
　　　　　　　　２ｂ　切り取り起点部
　　　　　３　　接着剤
　　　　　４　　陳列ピン
　　　　　５　　容器
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